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【平成２０年４月２３日にお知らせした内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 制御棒の定期作動試験は、毎月１回、全ての制御棒について１本ずつ、現在の位置から約１５

ｃｍ挿入・引抜を行うことで、制御棒の動作を確認する試験です。 

※２ 制御棒の緊急挿入（スクラム）機能が確保されていることとは、緊急挿入に必要な蓄圧装置の

圧力が定められた値（12.8MPa）以上あること、および原子炉緊急停止の信号を発信する原子

炉保護系計装が動作可能であることを確認している場合をいいます。 

※３ 原子炉施設保安規定は、原子炉等規制法第３７条第１項に基づき、原子炉設置者が原子力発

電所の安全運転を行う上で守るべき事項を定めたもので、国の認可を受けています。 

以 上 

浜岡原子力発電所５号機 定期作動試験時における 
制御棒駆動機構１体の動作不良について（続報） 

対象号機 ５号機（定格熱出力一定運転中） 

：改良型沸騰水型、定格電気出力１２６．７万キロワット 

お知らせ基準 「表２－１ 原子炉の運転中に運転に関連する主要な機器の軽度な故障が

あったとき。」に該当します。 

発生年月日 

 

発生時の状況 

制御棒（全２０５本）の動作を確認するための定期作動試験（※１）を順次

実施していたところ、午後１１時２８分、１本の制御棒の挿入操作と同時に制

御系の故障を示す警報が点灯しました。 
 
このため、あらかじめ定められた手順に従い、故障表示等を確認した結

果、当該制御棒駆動機構（制御棒は全引き抜き状態）が通常操作で動作し

ないことを確認しました。 
 
その後も継続して定期作動試験を実施した結果、当該制御棒を除く２０４

本の制御棒の動作には問題ないことを確認しました。また、全ての制御棒

の緊急挿入（スクラム）機能は確保されていること（※２）を確認しました。 
 
原子炉施設保安規定（※３）では、制御棒の動作について、「動作不能で

ないこと（ただし１本の場合は除く）」としており、本事象は運転上の制限逸

脱には当たりません。 
 
本事象による運転への影響はなく、定格熱出力一定運転を継続しています。 

 本事象による外部への放射能の影響はありません。 放射能の影響 

原 因 今後調査してまいります。 

平成２０年４月２２日 

 

その後の状況 

昨日（４月２３日）より、制御棒駆動機構１体が動作不良となった原因調査

を実施していたところ、同日午後８時１２分に、当該制御棒駆動機構が動作す

ることを確認しました。 
本日、 あらためて当該制御棒の作動試験を実施し、午前１１時０７分に

正常に動作することを確認しました。 
引き続き、一時的に動作不良となった原因について調査を実施します。 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf�

